
別記様式第１号 

取 扱 基 準 

 

名 称 ブランド力向上・魅力発信サポート補助金 

補助区分 運営費補助☐   事業費補助■ 

補助金の概要 
従業員の賃上げ環境整備のため一層の利益確保を図る市内

中小企業者に対し、自社の企業・商品・サービスイメージをブ

ランディングし発信する広報・宣伝等の取組を支援する。 

目 標 

数値化☐   非数値化■ 
新潟市内の事業所において、利益確保を通した、従業員の賃

上げ環境の整備が進むこと。 
補助事業者の情報発信力・ブランディング力を強化し、補助事業

終了後も、市外、大都市に売りこむ力を身につけてもらう。 

<目標が数値でない場合の評価方法> 

申請書中の賃上げ目標の内容等。 
補助事業者 ※補助金交付決定となった事業者について、ホームページで公表します。 

補助対象経費の 
内    容 

○コンサルティング費 
○制作費 
○発信・掲載費 

補助額 
及びその算定方法 

又は補助率 

○補助対象経費の１／２ 
（下限２０万円、上限５００万円） 

<補助額が５万円未満，又は補助率(実行補助率を含む)が 1/2 を超える場合の理由> 

 

 

開始時期 令和８年３月１２日 
評価の時期 令和８年９月３０日 

終 期 

令和９年３月３１日 
（終期が３年を超える場合の理由） 
 

補助事業者による 
情報の公表 

〔内容〕 
新潟市の補助金に基づくものである旨を表示。 

〔媒体〕 
ホームページ等 

担当部署 
経済部 産業政策・イノベーション推進課 
電 話：０２５－２２６－１６１０ 
e-mail：sangyo@city.niigata.lg.jp 
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